
婚姻時に氏が変わった場人は、もとの戸籍に戻るか新しい戸籍をつくるかを選択し

てください。 

①もとの氏に戻る場合 

・もとの戸籍にもどる 

・新しい戸籍をつくる 

②離婚の際に称していた氏を名乗り続ける場合 

・新しい戸籍をつくる 

離婚の際に称していた氏を名乗り続ける場合は、別に「離婚の際に称していた氏

を称する届」を届出する必要があります。離婚届とこの届出を同時にする場合は

こちらの記入は必要ありません。なお別々に届出する場合、こちらの欄は記入し

て頂き、一旦もとの氏に戻ってから再び離婚の際に称していた氏を名乗ることに

なります。届出期間は離婚日から 3 か月以内です。 

✔

未成年の子がい

る場合は、子の

氏名を記入して

ください。なお、

離婚届により夫

婦一方を親権者

と定めますが、

子の戸籍は移動

しませんので注

意してくださ  

い。  

届出する日を記入

してください。

協議離婚に

チェックして

ください。

離婚前の氏名で

署名し、印鑑は

それぞれ別のも

のを押してくだ

さい。（押印は

任意です）  

昼間、連絡のつく電

話番号を記入してく

ださい。

未成年の子がいる場合は

どちらかの欄にチェック

してください。  

届出に必要なもの 

①戸籍謄本 

ただし、本籍が羽島市

の方は必要ありませ

ん。 

②届出人の印鑑（届

出人夫妻分、押印は

任意です） 

③本人確認できるも

の（運転免許証等） 

世帯の主な仕事をチェック

してください。✔

✔

✔

元 ７ １０

羽島市

記入例

甲野 太郎

協議離婚の場合

こうの たろう

甲野 花子

岐阜県羽島市竹鼻町 岐阜県羽島市竹鼻町

証人は、夫・妻以外の成年の方二

人の署名・押印が必要です。

こうの はなこ

５５ ５５（メゾン竹鼻
２０１ 室）

（メゾン竹鼻
２０１ 室）

こうの たろう こうの たろう

甲野 太郎 甲野 太郎

岐阜県羽島市竹鼻町５５

甲野 太郎

甲野 一郎 乙川 和美

甲野 良子 長 乙川 恵子 長

甲野健一 甲野康子

平成 7 3 令和 元 5

岐阜県羽島市竹鼻町５５ （メゾン竹鼻
２０１ 室）

甲野 太郎  ㊞    甲野 花子 ㊞

山川 菊夫  ㊞   丙山 良雄 ㊞

昭和２５ ５ ５ 昭和３０ ６ １０

岐阜県岐阜市今沢町 岐阜県岐阜市薮田南

１８ ２丁目１ １

岐阜県岐阜市今沢町 岐阜県岐阜市薮田南

１８ ２丁目１ １

㊞
㊞

昭和 ４５ ５ １０ 昭和 ４８ ４ ２０

岐阜県羽島市竹鼻町５５
こうの はなこ

甲野 花子

✔ ✔

生産工程職 サービス職 

※届書への押印は任意です 
 

 

HAU3066
矢印

HAU3066
矢印

HAU3066
テキスト ボックス
国勢調査の年（令和２年度）に届出する場合は記入してください。人口動態調査「職業例示表」を参照し、番号か職業分類名を書いてください。

HAU3066
矢印

HAU3066
四角形
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